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第10条
付則

関西大学法学会規則

本会は．関西大学法学会と称する。

本会は．法学の研究を促進し．かつ研究の成果を発表することを目的とする。
本会は，次の半業を行う 。

機関誌 「関西大学法学論集」及び「閏西大学法学会誌」の発行。
その他本会の目的を達成するために必要な半項。

本会の事務所は，関西大学法学部内に骰く 。

本会は．次の者をも って会貝とする。
法学部及び大学院法務研究科 （以下法科大学院と称す）の教授．准教授．専
任講師．助教，特別契約教授。

政策創造学部の教授．准教授．専任講師．助教，特別契約教授であって入会
した者。

法学部学生．大学院法学研究科学生及ぴ法科大学院学生。
政策創造学部の学生であって入会した者。

法学部．政策創造学部．大学院法学研究科及ぴ法科大学院の卒業生であって
入会した者。

その他評議貝会の承認を得た者。

次の者を本会の名脊会貝とする。

法学部又は法科大学院に在籍した名裕教授。ただし．特別契約教授として在
職中の者は除く 。

特に評議貝会の承認を得た者。

本会に次の役貝を置 く。

会長法学部長をも って充てる。

評議貝 教授．准教授，専任講師．助教及び特別契約教授をも って充てる。
編集・庶務・会計各委貝 評議貝の中から評議員会において委嘱する。
その任期は 1年とする。ただし．再任は妨げない。

第 8条 第 5条第 1号及び2号の会貝は会費年額15.000円を，同条第 3号から 6号ま
での会員は会費年額6.000円を納めることを要する。

第 9条 会貝及び名脊会員は．機関誌「関西大学法学論集」及び 「関西大学法学会
誌」の配布を受ける。

この規則の改正は．評議貝会の決議による。
この改正規則は．平成23年 4月 1日から施行する。ただし．従前の第 8条の
規定により平成21年度以降の会費を予め法学会に払込んでいる者については．
なお従前の例による。
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